
「盗難通帳による払出しおよび口座不正利用への対応」の調査結果

「盗難通帳による払出し」や「振り込め詐欺（恐喝）等による口座不正利用」の犯罪増加に
伴い、金融機関における預金口座管理のあり方が注目されていることから、本会では信用金
庫業界の「盗難通帳による払出し件数・金額」および「口座不正利用に伴う口座の利用停止・
強制解約の状況」を調査し、その結果を下記のとおりまとめましたのでお知らせいたします。

調 査 対 象      ：２８７金庫
調査基準時期：平成１９年３月末現在

1. 盗難通帳による払出し件数・金額

申 出 時 期 件　　数 金　　額

平成１２年度 １３３　件 ２６，４２９　万円

平成１３年度 １２７　件 ２４，２２０　万円

平成１４年度 １６９　件 ３０，４４５　万円

平成１５年度 １８１　件 ２４，５４９　万円

平成１６年度 １３０　件 １５，１５５　万円

平成１７年度 １０２　件 　９，５２０　万円

  平成１７年　４月～ ６月  　３１　件   　２，８９５　万円

  ７月～ ９月  　３１　件 　  ３，８１１　万円

  10 月～ 12 月 　　　　１７　件 　  １，７２１　万円

  平成１８年　１月～ ３月  　２３　件 　  １，０９３　万円

平成１８年度 　６３　件 　４，０１４　万円

  平成１８年　４月～ ６月 　２０　件 　１，６７５　万円

  ７月～ ９月 　１２　件 　　　５７８　万円

  10 月～ 12 月 　２１　件 　　　８４０　万円

  平成１９年　１月～ ３月 　１０　件 　　　９２１　万円

　　　
　　　（注１）「盗難通帳等による払出し」とは、お客さまより「盗難通帳により払い出された」との

申出があり、実際に預金が払い出されているもの。
（注２）「申出時期」とはお客さまより「盗難通帳により払出された」と申出があった時期。
（注３）「件数」は、原則として預金名義人単位。
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2. 口座不正利用に伴う口座の利用停止・強制解約の状況

時　　　期 利用停止 強制解約等 合　　計

平成１５年度 １,３６２件    ６２３件（   ４４０件） １,５４５件

平成１６年度 ３,７０５件 １，７０７件（１,３１３件） ４,０９９件

  平成１６年 ４月～ ６月 ８７３件 　   ３３４件（   ２５２件） ９５５件

             ７月～ ９月 １,０１５件 　   ４５７件（   ３４６件） １,１２６件

             10月～12 月 １,０３２件 　   ５４２件（   ４２４件） １,１５０件

  平成１７年 １月～ ３月 ７８５件 　   ３７４件（   ２９１件） ８６８件

平成１７年度 ２,３４５件 １，１６６件（１,００５件） ２,５０６件

  平成１７年 ４月～ ６月 ５６１件      ２４８件（   ２２０件） ５８９件

             ７月～ ９月 　５７０件      ３１６件（   ２８２件） 　６０４件

             10月～12 月 　６７８件      ２７０件（   ２２４件） 　７２４件

  平成１８年 １月～ ３月 ５３６件      ３３２件（   ２７９件） ５８９件

平成１８年度 ２，７３１件 １,５２７件（１，３８１件） ２，８７７件

  平成１８年 ４月～ ６月 ５６９件    ３３９件（   ２８２件） ６２６件

             ７月～ ９月 ６５４件    ４６６件（   ４３４件） ６８６件

             10月～12 月 ８６６件    ３３８件（   ３０５件） ８９９件

  平成１９年 １月～ ３月 ６４２件    ３８４件（   ３６０件） ６６６件

　　　
　　　（注１）「口座不正利用」とは「ヤミ金融業者の返済金振込口座(出資法違反等)」、「サイト利用

代金等の債権を譲り受けたと偽って架空の代金請求をする際の代金振込口座(詐欺)」、
「いわゆる「オレオレ詐欺」における振込口座(詐欺)」等、法令や公序良俗に違反す
る行為に金融機関の預金口座が利用されること。

（注２）「件数」は、原則として口座単位。
（注３）「強制解約等」欄のカッコ内は、強制解約をした件数のうち、当該期間を含め、既に口
座利用停止措置を講じていた口座についてその後、強制解約に至った件数。

（注４）合計数は「利用停止」および「強制解約等（除く既口座利用停止）」の合計。
　　　　すなわち、「平成１９年１月～３月」の合計数は、６４２件（利用停止件数）＋３８４件（強
制解約等件数）－３６０件（既口座利用停止件数）＝６６６件

以　上
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「偽造キャッシュカードによる預金払出し等」に関する調査結果

偽造キャッシュカードによる預金の払出し等（キャッシュカードの磁気記録情報を読み取っ
た第三者が偽造カードを複製・使用するもの）の被害が社会問題化していることから、本会
では、信用金庫業界における実態を調査し、その結果を下記のとおりまとめましたので、お
知らせいたします。

調 査 対 象      ：２８７金庫
調査基準時期：平成１９年３月末現在

期　間 件　数 金　額

平成１３年度 　　　　　０　　件 　　　　　　０　千円

平成１４年度 　　　　　１　　件 　　１，６０９　千円

平成１５年度 　　　　１４　　件 　１０，３５０　千円

平成１６年度 　　　　２２　　件 　５４，９８８　千円

  平成 16 年 ４月～ ６月 　　　　　  ３　　件   　　３，６１０　千円

  平成 16 年 ７月～ ９月 　　　　　  ４　　件 　  　３，４７４　千円

  平成 16 年 10 月～ 12 月 　　　　  １２　　件 　  ４６，１０２　千円

  平成 17 年 １月～ ３月 　　　　　  ３　　件 　　  １，８０２　千円

平成１７年度 　　　　８８　　件 　７８，２９０　千円

  平成 17 年 ４月～ ６月   　　　　　７　　件   　　５，０８９　千円

  平成 17 年 ７月～ ９月  　　　　１０　　件 　  　４，３８５　千円

  平成 17 年 10 月～12 月  　　　　５７　　件 　  ５３，４７４　千円

  平成 18 年 １月～ ３月  　　　　１４　　件 　  １５，３４２　千円

平成１８年度 　　　　３０　　件 　１７，１８９　千円

  平成 18 年 ４月～ ６月 　　　　　１０　　件 　　　４，４４８　千円

  平成 18 年 ７月～ ９月 　　　　　　８　　件 　　　３，１０４　千円

  平成 18 年 10 月～12 月 　　　　　　８　　件 　　　８，６３８　千円

  平成 19 年 １月～ ３月 　　　　　　４　　件 　　  　　９９９　千円

（注１）アンケート結果は、自金庫のお客さま（預金者）から申出があり、ジャーナルを確認し
た結果、偽造キャッシュカードによる預金引出しである可能性が高い、もしくは偽造カ
ードによるローンの借入れである可能性が高いと判断できたケースをカウント。

　   （注２）「期間」とは、偽造キャッシュカードによる預金等引出しが発生した時期。
　　 （注３）「件数」は、原則として預金名義人単位。
　   （注４）以下の理由があった場合には、判明した以降の調査時点で修正。
　　　①追加の被害が判明、または偽造キャッシュカードによる被害ではないと判明した場合

　　　　　　②被害が別途計上されていたものを預金名義人単位で名寄せした場合　等

以　上
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